
FP アートリエールからのお願い 

ご相談について（重要） 

 

1. ご相談方法について、初回のご相談は Zoom（オンライン）可

能ですが、2 回目以降は対面（来社）でのご相談となります。 

2. 既婚者のお客様は必ずご夫婦揃って参加してください。 

3. ご相談の際には必ずメモを取ることをお願いしております。 

 

https://kakei.co 


